
人事行政の運営等の状況の公表について

令和7年12月25日

五所川原市総務部人事課



　Ⅰ　任免及び職員数の状況

　Ⅱ　人事評価の状況

　Ⅲ　給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

　Ⅳ　休業の状況

　Ⅴ　分限及び懲戒の状況

　Ⅵ　服務の状況

　Ⅶ　退職管理の状況

　Ⅷ　研修の状況

　Ⅸ　福祉及び利益の保護の状況

　Ⅹ　競争試験及び選考の状況

　XI　青森県人事委員会の業務の状況

五所川原市人事行政の運営等の状況の公表

　　本公表は、地方公共団体における人事行政の運営等の状況を住民に公表することにより、

　その公平性や透明性を高めることを目的としたものであり、全ての地方公共団体において

　公表が義務付けられています。

　　当市では「五所川原市人事行政の運営等の状況の公表等に関する条例」に基づき、毎年

　１２月に前年度の状況を中心に職員数や給与等の情報を公表しています。



Ⅰ　任免及び職員数の状況

１　部局別職員数（令和7年4月1日現在）

２　職種別職員数

《参考》会計年度任用職員の職員数（令和7年4月1日現在）25人（パートタイム除く）

３　新規採用の状況

４　退職者の状況

（１）事由別退職者数（令和６年度）

（２）早期退職者の認定の状況（令和６年度）

（３）再任用職員数（令和7年4月1日現在）

区                    分 条例定数 職員数

 市長事務部局 440 366 

 議会事務部局 7 4 

 監査委員事務部局 3 3 

 選挙管理委員会事務部局 4 3 

 農業委員会事務部局 12 7 

 教育委員会 100 48 

 上下水道事業事務部局 45 32 

計 611 463 

職           種 R6.4.1現在 R7.4.1現在 増減

 一般事務職 379 380 1

 保健師 19 19 0

 医師 1 1 0

 医療技術職・栄養士 5 5 0

 看護師 2 2 0

 専任教員 7 6 △ 1

 技能労務職 12 12 0

 教育職 6 6 0

 企業職 29 32 3

計 460 463 3

試験職種 上級事務 初級事務 初級土木 看護師 計

R7.4.1付け
新採用者数

15 3 3 1 22

※上記の新規採用者数には4月1日付でフルタイム再任用された職員（5名）を含みません。

定年退職 早期認定退職 普通退職等 計

7 3 8 18

※上記の退職者数にはフルタイム再任用の任期満了等により退職した職員（4名）を含みませ
ん。

募集期間 応募者数 認定者数

令和6年5月27日～令和6年9月27日 若干名 3

フルタイム 短時間勤務 計

21 1 22

職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者などを含み、再
任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除いています。
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５　部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

６　年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

　　　　　　　　　　　区　　分　職　　員　　数
 部 門 令和6年 令和7年

議 会 4 4 0
総 務 107 111 4 広報公聴業務及び選挙管理委員会体制強化等による増

税 務 30 30 0
労 働 1 1 0
農林水産 36 35 △ 1 水産業務体制見直しによる減
商 工 16 16 0
土 木 47 45 △ 2 職員の退職及び任用替えによる減
民 生 60 62 2 障がい福祉体制強化による増
衛 生 35 34 △ 1 職員の退職による減
小　　計 336 338 2 〔参考：類似団体の職員数 294人〕

特別行政 教 育 51 48 △ 3 教育に係る業務の体制見直しによる減
水 道 19 20 1 水道事業体制強化による増
下 水 道 9 10 1 下水道事業体制強化による増
そ の 他 45 47 2 介護保険事業及び工業用水道事業体制強化による増

小　　計 73 77 4
合　　　　計 460 463 3  

20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

未～～～～～～～～～～以

満 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 上

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～～～～～～～～～～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上
人

2 19 49 49 56 52 26 46 41 55 34 34 463 
％

0.5 4.1 10.6 10.6 12.1 11.2 5.6 9.9 8.9 11.9 7.3 7.3 100.0 
人

4 24 42 61 43 23 47 48 57 45 50 26 470 
％

0.9 5.1 8.9 13.0 9.2 4.9 10.0 10.2 12.1 9.6 10.6 5.5 100.0 

対前年
職員数

主な増減理由

公営企業
等

区　分 合計

職員数

構成比

５
年
前

職員数

構成比

一般行政

0.000 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

（％）

　 年齢

　 　
R7 5年前
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Ⅱ　人事評価の状況

　　人事評価は、地方公務員法の規定により平成28年４月から実施が義務付けられています。

　　五所川原市の人事評価は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業

　績を公正に把握することで、能力と実績に基づく人事管理を行うことにより、組織全体の士

　気高揚を促し、公務能率の向上につなげ、最終的には住民サービスの向上の土台をつくるこ

　とを目的としています。

　　・評価方法　能力評価及び業績評価

　　・評価期間　4月1日から3月31日まで

　　・評価スケジュール　4月：期首面談（目標設定）

　　　　　　　　　　　 10月：中間面談（進捗管理）

　　　　　　　　　　　　2月：期末面談（業績の達成度の確認等）
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Ⅲ　給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

１　人件費

（１）人件費等の状況（令和６年度普通会計決算）

人件費率 令和5年度の

（B／A） 人件費率
千円 千円 千円 ％ ％

33,189,180 2,220,211 3,463,267 10.4 10.2 

（２）職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算）

1人当たり

期末・ 給与費

勤勉手当 （B／A）
千円 千円 千円 千円 千円

1,453,428 195,275 578,313 2,227,016 5,755 

（注）1　職員手当には退職手当及び児童手当は含みません。

　　　2　職員数は令和6年4月1日現在の人数であり、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を

　　　　含んでいません。

　　　3　給与費は、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、会計年度任用職員の給与費を

　　　　含んでいません。

　　　4　普通会計とは、一般会計と高等看護学院特別会計を合わせたものです。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）
　① 一般行政職

平均給与月額

（国ベース）

41.3 歳 311,600 円 346,829 円 334,104 円

42.5 歳 321,300 円 384,183 円 349,835 円

41.9 歳 332,237 円 ― 414,480 円

　② 技能労務職
平均給与月額

（国ベース）

57.6 歳 274,700 円 286,750 円 282,717 円

54.9 歳 292,900 円 300,550 円 300,956 円

60.3 歳 249,000 円 291,550 円 262,050 円

63.0 歳 209,000 円 212,550 円 209,000 円

56.3 歳 302,400 円 307,900 円 311,838 円

54.1 歳 305,500 円 342,029 円 321,950 円

51.3 歳 294,567 円 ― 337,907 円

（注）1　「平均給料月額」は、各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　2　「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされて

　　　　いるものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、公表されている国家公務員の平均給与月額には時

　　　　間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同

　　　　じ計算方法で再計算したものです。

住民基本台帳

 人口 R7.1.1
人

49,820 

給　　　　　与　　　　　費

人

387 

五所川原市

青森県

国

五所川原市

うち用務員

うち自動車運転手

うち学校給食調理員

うちその他労務員

青森県

国

歳出額　A 実質収支 人件費　B

職員数　A
給　　料 職員手当 計　B

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
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（２）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

大学卒 225,600 円 225,600 円 220,000 円

高校卒 194,500 円 194,500 円 188,000 円

高校卒 185,700 円 192,500 円 －

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満 30年以上35年未満

287,100 円 320,100 円 365,700 円 389,900 円 395,900 円

256,600 円 277,600 円 337,900 円 366,500 円 383,900 円

－ － － － －

（注）該当者がいない場合や２人以下の場合は「－」としています。

３　一般行政職の級別職員数等の状況（令和7年4月1日現在）

1年前の

構成比（％）

5 1.4 1.7 

7 2.0 1.7 

35 10.1 10.7 

105 30.4 30.5 

72 20.8 22.0 

73 21.1 18.6 

49 14.2 14.8 

346 100.0 100.0 

（注）　1 五所川原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　　　2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

技能労務職

経　験　年　数

大学卒

高校卒

技能労務職 高校卒

7　　級 部　　長

6　　級 参　　事

5　　級 課　　長

4　　級 課長補佐･主幹

3　　級 係長･主査

2　　級 主　　任

1　　級 主　　事

計 －

区　　　　　分 五所川原市 青森県 国

一般行政職

区分

一般行政職

区　　分 標準的な職務の内容 職員数（人） 構成比（％）

1級, 14.2 1級, 14.8 

2級, 21.1 2級, 18.6 

3級, 20.8 3級, 22.0

4級, 30.4 4級, 30.5 

5級, 10.1 5級, 10.7 
6級, 2.0 

6級, 1.7

7級, 1.4 7級, 1.7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

　令和７年度 1年前の構成比
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４ 職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

1,486千円 1,776千円 

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 年間 期末手当 勤勉手当 年間 期末手当 勤勉手当 年間

 2.50 月分  2.05 月分 4.55 月分  2.50 月分  2.05 月分 4.55 月分  2.50 月分  2.10  月分 4.60 月分

(1.40)月分 (1.00)月分 (2.40) 月分 (1.40)月分 (1.00)月分 (2.40) 月分 (1.40)月分 (1.00）月分 (2.40) 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

 ・役職加算　　 5～15％  ・役職加算　　 5～20％  ・役職加算　　 5～20％

 ・管理職加算　10～25％  ・管理職加算　10～25％

（注）支給割合の（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

（２）退職手当（令和7年4月1日現在）

･基本額 ･基本額 ･基本額

(支給率) 自己都合 応募認定･定年 (支給率) 自己都合 応募認定･定年 (支給率) 自己都合 応募認定･定年

 勤続20年 19.6695月 24.586875月  勤続20年 19.6695月 24.586875月  勤続20年 19.6695月 24.586875月

 勤続25年 28.0395月 33.27075 月  勤続25年 28.0395月 33.27075 月  勤続25年 28.0395月 33.27075 月

 勤続35年 39.7575月 47.709   月  勤続35年 39.7575月 47.709   月  勤続35年 39.7575月 47.709   月
 最高限度額 47.709月 47.709   月  最高限度額 47.709月 47.709   月  最高限度額 47.709月 47.709   月

･調整額 ･調整額 ･調整額

･その他の加算措置 ･その他の加算措置 ･その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置 　定年前早期退職特例措置 　定年前早期退職特例措置

　（2～45％加算） 　（2～20％加算） 　（3～45％加算）

･1人当たり平均支給額 ･1人当たり平均支給額
自己都合 4,499千円 自己都合 3,566千円
応募認定・定年 20,959千円 応募認定・定年 21,798千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

（３）地域手当

支給実績（令和6年度決算）

支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

16％ 1人 16％

（４）特殊勤務手当

五所川原市 青森県 国

 1人当たり平均支給額（令和6年度）  1人当たり平均支給額（令和6年度）

五所川原市 青森県 国

1,296千円

支給対象地域（者）

医療職（1）の適用を受ける職員

区　　　　　　分 全　　職　　種

支給実績（令和6年度決算） 7,086千円 
支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 171,080円 
職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度） 9.05％ 

手当の種類（手当数・令和6年度） 8種類

－

職員の在職の区分に応じて定める額の60
月分の調整月額を合計した額（月額0円～
54,150円）

職員の在職の区分に応じて定める額の60
月分の調整月額を合計した額（月額0円～
95,400円）

職員の在職の区分に応じて定める額の60月
分の調整月額を合計した額（月額0円～
95,400円）
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〔特殊勤務手当の内訳（令和7年4月1日現在）〕

（５）時間外勤務手当

（注）職員1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、当該年度の4月1日現在の管理職員を除く総職員数です。

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員の支給単価

感染症防疫作業手当
感染症防疫に従事する職
員

感染症患者等の救護、感染症病原体附
着物件等の処理作業　感染症病原体を
有する家畜の防疫作業に従事した場合

290円/日

税務手当
市税の徴収に関する外勤
事務に従事した職員

市税の徴収に関する外勤事務に従事し
た場合

4,500円/月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

社会福祉職手当
生活保護法に関する現業
事務に従事した職員

生活保護法に関する現業事務に従事し
た場合

5,500円/月

犬、猫等へい死体
処理手当

犬、猫等動物のへい死体
の処理作業に従事した職
員

犬、猫等動物のへい死体の処理作業に
従事した場合

300円/回

用地交渉等手当

用地の取得交渉、物件移転
に係る補償交渉、区画整理
事業における換地交渉の業
務に従事した職員

用地の取得交渉、物件移転に係る補償交
渉、区画整理事業における換地交渉の業
務に従事した場合

300円/日

診療手当
診療所に常時勤務する医
師、歯科医師

診療業務に従事した場合
医 457,600円/月
歯 311,500円/月

往診手当
診療所に勤務する医師、
歯科医師及びその補助者

医師、歯科医師及びその補助者が往診
業務に従事した場合

社会保険報酬点数表に基づ
く額

エックス線操作手当
診療所に勤務する診療放
射線技師

診療放射線業務に従事した場合
社会保険報酬点数表に基づ
く額

 支給実績 67,109 千円

 職員1人当たり平均支給年額 165,700 円
令和6年度
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（６）その他の手当

配偶者 3,000円 

父母等 6,500円 

子 11,500円 

　　限度額 150,000円

2,000円～31,600円

・自宅 なし

・借家、借間
　　限度額 27,000円

　　限度額 416,600円

　　限度額 100,000円

５ 特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

〔給料・報酬月額〕

6月期 12月期 年間（計）

市　　　長 834,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

副　市　長 681,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

教　育　長 608,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

議　　　長 425,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

副　議　長 381,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

議　　　員 352,000円 1.70月分 1.70月分 3.40月分 20％

〔退職手当〕

令和6年度決算額

支給職員1人当たり

平均支給年額

 ※満16歳から満22歳までの子

1人につき 5,000円加算
・バス等交通機関利用者

・管理又は監督の地位に
ある職員

15,000円～105,000円

・管理又は監督の地位に
ある職員が週休日、休日
等に勤務したとき

2,000円～10,000円
・採用による欠員補充が
困難な職

・公署を異にする異動等
により単身赴任となる職
員

・休日等に勤務する職員
単価×135/100（1時間当たり）

・五所川原市内その他の
寒冷の地域に在勤する職
員

8,200円～19,800円

期末手当

支給割合

手当名
内容及び支給単価

（令和7年4月1日現在）
国の制度との異同

支給実績

扶養手当 同　　じ 39,362 千円 205,008 円

通勤手当 同　　じ 18,583 千円 78,409 円・片道2km以上で自動車
等交通用具利用者

住居手当 同　　じ 28,058 千円 277,795 円

管理職手当 異 な る 23,700 千円 401,695 円

管理職員特別勤務手当 同　　じ － －

初任給調整手当 同　　じ 1,284 千円 1,284,000 円

単身赴任手当 同　　じ － －

休日勤務手当 同　　じ 1,424 千円 19,503 円

寒冷地手当 同　　じ 29,554 千円 67,940 円

区分
給料

報酬月額 加算措置

区分 算定方式 支給時期

市　　　長 　給料月額 × 在職月数 × 45.5/100 任期毎

副　市　長 　給料月額 × 在職月数 × 26.5/100 任期毎

教　育　長 　給料月額 × 在職月数 × 22.5/100 任期毎
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６　一般職員の勤務時間、休憩時間の状況

７　一般職員の年次有給休暇の状況

８　主な特別休暇等の取得状況（令和6年度）
取得者 取得実績

実人数 （延べ）

10.5日

14時間

1.5日

10時間

18.5日

25時間

194日

235時間

区　　　　　分 内　　　　　容

 1週間の正規の勤務時間 38時間45分

 1日の正規の勤務時間 7時間45分

 開始時刻 8時30分

 終了時刻 17時15分

 休憩時間 12時00分～13時00分

区　　　　　分 内　　　　　容

 付与日数（1年間） 20日

 繰越限度日数（1年間） 20日以内

 平均取得日数（令和6年度実績） 14.9日

休暇の種類 休暇日数等

 結婚休暇 職員が結婚する場合で連続する7日以内 10人 62日

 不妊治療休暇 不妊治療に係る通院等する場合で1年につき5日以内 1人 2日

 産前休暇 出産の予定日以前8週間 2人 112日

 産後休暇 出産の日後8週間 5人 214日

 育児休暇 1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間 10人 963時間

 配偶者出産休暇
職員の妻が出産した場合で出産の日後2週間以内に
おいて3日以内

5人

 育児参加休暇
職員の妻の出産に伴い小学校就学前の子を養育する
場合、出産日前後8週間以内において5日以内

5人 19.5日

 妊産婦通院休暇
妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又
は健康診査を受ける場合、1回につき、必要と認め
られる時間

2人

 短期介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合
で5日以内

9人

 服忌休暇
職員の親族が死亡した場合で親族に応じ1～10日以
内

45人 141日

 祭日休暇
父母、配偶者及び子の追悼のための行事を行う場合
で1日

－ －

 夏季休暇 7～9月までの期間内に4日 448人 1,775日

 子の看護休暇
中学校就学前の子を看護する場合で1年につき5日以
内

68人

 病気休暇
公務上の疾病又は負傷の場合は必要と認める期間、
公務外の疾病又は負傷の場合は連続90日（例外あ
り）以内の必要最小限度の期間

82人
791日
205時間

 介護休暇（無給）
配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合
で連続する6月の範囲内の期間

－ －

 出勤困難休暇 必要と認められる期間 － －
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Ⅳ　休業の状況

１　育児休業の取得状況
（１）育児休業の取得状況

令和6年度中に新たに取得

可能となった職員

71.4%

100.0%

81.8%

（注）「再度取得した者」とは、①条例で定める特別の事情により育児休業を再度取得した者

　　　又は②子の出生後57日間以内に育児休業を取得後再び育児休業を取得した者をいう。

（２）令和6年度中に新たに育児休業を取得した職員の承認期間

6月以下 6月超 1年超 1年6月超 2年超 2年6月超 計

1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下

6 0 0 0 0 0 6

0 3 0 0 0 0 3

6 3 0 0 0 0 9

２　育児部分休業の取得状況
（１）部分休業の取得状況

（２）令和6年度中に新たに部分休業を取得した職員の承認期間

1年以下 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 計

2年以下 3年以下 4年以下 5年以下

0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 3

3 0 0 0 0 0 3

３　育児短時間勤務の取得状況
（１）育児短時間勤務の取得状況

（２）令和6年度中に新たに育児短時間勤務を取得した職員の承認期間

3月以下 3月超え 6月超え 9月超え 計

6月以下 9月以下

0 0 0 0 0

育児休業取得者数

男性職員 5 2 7

女性職員 4 0 4

計 9 2 11

育児休業承認期間

男性職員
女性職員

計

部分休業取得者数

男性職員 0

女性職員 3

計 3

部分休業承認期間

男性職員
女性職員

計

育児短時間勤務取得者数

男性職員 0

女性職員 1

計 1

育児短時間勤務承認期間

男性職員

区分 令和6年度新規取得者
数

再度取得した者 取得率

区分

区分 令和6年度新規取得者
数

区分

区分 令和6年度新規取得者
数

区分
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0 0 1 0 1

0 0 1 0 1
女性職員

計
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Ⅴ　分限及び懲戒の状況

１　分限処分の状況
　　分限処分は、心身の故障等のため職員がその職責を十分果たすことができない場合

　に、公務能率を維持することを目的として、職員の意に反して行う不利益処分のこと

　で、免職・降任・休職・降給の４種類があります。

２　懲戒処分の状況
　　懲戒処分は、職員に職務上の義務違反や、公務員としてふさわしくない非違行為が

　ある場合に、その責任を確認し、職員に道義的責任を問うことにより、公務における

　規律と秩序を維持することを目的として科せられる制裁処分であり、免職・停職・減

　給・戒告の４種類があります。

処分事由 処　分　の　内　容
令和6年度
処分件数

免　　職
公務能率を維持する見地から、職員の意に反して
その職を失わせる処分

0 件

降　　任
職員が現に有してる職より下位の職に任命する処
分

0 件

休　　職
職員に職を保有させたまま一定期間、職務に従事
させない処分

3 件

降　　給
職員が現に決定されている給料の額より低い額の
給料に決定する処分

0 件

計 － 3 件

種　　類 処　分　の　内　容
令和6年度
処分件数

免　　職 職員を懲罰として勤務関係から排除する処分 0 件

停　　職
職員を懲罰として一定期間、職務に従事させない
処分

0 件

減　　給
一定期間、職員の給料の一定割合を減額して支給
する処分

0 件

戒　　告
職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒め
る処分

0 件

計 － 0 件
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Ⅵ　服務の状況

１　職務に専念する義務の免除
　　職員は、職務に専念する義務を負います（地方公務員法第35条）が、法律又は条例に特別

　別な定めがある場合はその義務が免除されます。

　　この「法律又は条例に特別な定めがある場合」には、主に以下のものがあります。

（１）法律に定めがある場合

　○　選挙権その他公民としての権利を行使する場合（労働基準法第7条）

　○　年次有給休暇（労働基準法第39条）

　○　休職する場合（地方公務員法第27条第2項）　　ほか

（２）条例に定めがある場合（職務に専念する義務の特例に関する条例第2条）

　○　研修を受ける場合

　○　厚生に関する計画の実施に参加する場合

　○　その他任命権者が定める場合（以下その主なもの）

　　　・スポーツ大会の役員・審判員、選手、コーチとして県大会等に出場する場合

　　　・看護協会の研修、役員会等へ参加する場合

２　営利企業への従事等制限
　　職務の公平性を確保するという観点から、職務には営利企業への従事や役員等との兼業

　について制限が課せられています。（地方公務員法第39条）

　　市では、職員から営利企業への従事等について許可の申請があった場合には、次の各号

　のいずれにも該当せず、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り、これを許可

　しています。

（１）職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

（２）職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務と

　　の間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

（３）職員の身分上ふさわしからぬ性質を持つ場合

　【営利企業従事等許可件数】（令和6年度）

Ⅶ　退職管理の状況

　　地方公務員法の改正により、平成28年4月から、営利企業等に再就職した元職員による

　退職前の職務に関する現職職員への働きかけが禁止されるなど職員の退職管理の制度が導

　入されました。

　　市では退職管理の適正を図るため、管理職であった元職員が退職後２年間に営利企業等

　に再就職した場合は、市に届出しなければならない旨条例で定めています。

　【令和6年度退職者の再就職届出件数】

8 件

0 件
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Ⅸ　福祉及び利益の保護の状況

１　職員健康診断の状況（令和６年度）
　　職員の安全と健康の確保を目的に労働安全衛生法に基づき、次の健康診断を実施してい

　　ます。

（1）新採用職員健康診断

　　　受診者　11人

（2）職員総合健診

受診者数 対象者数 受診率

349人 351人 99.4％ 

※会計年度任用職員含む

（3）人間ドック

項　　　　　　　目 受診者数

 １日ドック（30歳以上） 186人

 脳ドック   (40歳以上) 83人

※会計年度任用職員含む

２　公務災害の発生状況（令和６年度）
区　　　　　　分 件　　　数

 公務災害 1件

 通勤災害 3件

３　ハラスメントの状況（令和６年度）
　　職場におけるハラスメントの防止に努めると共に、問題の解決に向けた対応をしています。

（1）ハラスメント防止の取組
取組

ハラスメント防止研修

（2）相談窓口へ相談したハラスメント種別等
　　令和６年度においては、相談案件は１件ありました。

（3）市議会議員に関する相談
　　令和６年度においては、相談案件はありませんでした。

身体計測、理学的検査、血圧測定、尿検査、視力検査、聴力検査、胸部検診

（３５歳以上の職員は上記に加えて）

心電図検査、血液検査

健康診断項目
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Ⅷ　研修の状況　

１　職員研修の状況
　　当市では、「五所川原市人材育成・確保基本方針」に基づき、職員が計画的・体系的にスキ

　ルアップできるよう、職位や職種、専門性等に応じた育成プログラムを整備するとともに、求　　　

　められる役割や能力に対応した研修体系を構築しています。　　　　　　　　　　　　

　　具体的な取組としては、職位ごとの階層別研修や専門実務研修等を実施するほか、採用５年　　　　　　　　　　　　　　　　　

　目までの期間を重点育成期間として、青森自治研修所が実施する研修のほか、テーマ別研修を

　行いながら、職員として必要な基本的能力やコミュニケーション能力の向上に加え、人材理念

　や「めざす職員像」の定着を目指します。

　　また、管理職やライン職（係長・課長補佐等）のマネジメント能力の向上につながる研修等

　を実施することに加え、６０歳を超える職員や再任用職員がこれまで培ってきた知識や経験を

　生かしながら後進を育成できるよう、キャリアの棚卸しや後進育成に係る研修を実施します。

　　以下は、令和６年度に実施した職員研修の実施状況です。

研修
区分

実施
日数

受講者数 目　　　的

新採用者研修 4日間 11人
公務員としての自覚を促し、職務上必要な基
礎知識及び技能を習得させ、職務の適切な遂
行能力を養う。

人事評価研修① 1日 14人
人事評価の基本事項を習得し、人事評価の重
要性・進め方への理解を深め、適正な目標設
定管理能力の向上を図る。

人事評価研修② 1日 14人
評価結果の平準化を進めるため制度の基本事
項を再確認し、適正なフィードバックを行う
ための面談能力の向上を図る。

OJT研修 1日 14人
ＯＪＴ制度の理解及び新採用職員に対するコ
ミュニケーションスキル等の習得を図る。

五所川原圏域若手職
員研修
（目指すべき職員
像）

1日 31人

自治体を取り巻く社会情勢が変化していくな
かで、若手職員の意識向上として、自治体職
員に求められるもの、公務員の仕事の価値に
ついて考えながら、目指すべき職員像の明確
化（価値観や行動指針）を行う。

メンター研修 1日 9人
他所属の先輩・後輩による相談の場をつくる
ことで、職場の心理的安全性を高め、キャリ
ア形成を図る。

新採用者研修
（メンタルサ
ポート）

1日 11人
職場環境や業務状況を確認するとともに、普
段感じている疑問や悩み、課題を解決する。

管理職研修 2日 55人
管理職の職員として、自身が考える課題につ
いて共有しながら、管理職の職員が果たすべ
き役割や求められる行動等を検討する。

中堅職員研修 3日 67人
中堅職員として、自身が考える課題について
共有しながら、中堅職員が果たすべき役割や
求められる行動等を検討する。

研　　　修　　　名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
員
内
部
研
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

業
務
・
事
務
研
修
等
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研修
区分

実施
日数

受講者数 目　　　的

地方自治法研修 1日 24人

地方公共団体の事務の基礎となる地方自治法
について学び、地方自治の本旨、法律による
行政の原理を理解することで、地方自治の枠
組みを基礎づけている理念や制度を修得し、
地方自治制度の全体像について認識を深め
る。

若手職員研修 4日 94人
若手職員として、自身が考える課題について
共有しながら、若手職員が果たすべき役割や
求められる行動等を検討する。

五所川原圏域若手
職員研修
（10年後の五所川
原圏域の未来につ
いて）

1日 32人

自治体を取り巻く社会情勢が変化していくな
かで、若手職員の意識向上として、自治体職
員に求められるもの、公務員の仕事の価値に
ついて考えながら、目指すべき職員像の明確
化（価値観や行動指針）を行う。

新採用者研修
（目指すべき職
員像）

1日 11人
新採用職員の条件付採用期間が満了し、新採
用職員が改めて五所川原市の職員としての自
覚や意識を構築する。

五所川原圏域メ
ンタルヘルス研
修（若手向けセ
ルフケア）

1日 41人
こころの健康づくりについて、原因と対策に
関する知識を深め、快適な就労環境の維持管
理を図る。

ハラスメント防
止研修（動画研
修）

動画 全職員対象
ハラスメント防止について、ハラスメントの
知識の確認と職場での行動について考える。

会計事務研修 1日 28人
関係法令や規定に従い、適正かつ確実、迅速
に事務処理を行うために、事例に沿った会計
事務知識を習得し、定着を図る。

議会傍聴研修 1日 7人

議会の役割を理解するとともに議会事務の業
務内容を学ぶ。
また、市の予算決算の過程を直接観察（議会
傍聴）し、その重要性と役割を理解する。

新採用者研修
（前期)

4日間 11人

新採用者研修
（後期)

3日間 11人

主事・技師研修 3日間 23人

若手職員に求められる役割を認識し、主体的
に業務を遂行する姿勢を習得するとともに、
政策形成能力の向上に必要な柔軟な発想・想
像力、地域の活性化に向けた政策形成能力を
養う。

主査研修 2日間 12人

政策立案の基本的ノウハウを習得するととも
に、組織の合意形成に貢献できる能力、情報
管理能力及び後輩等を指導・サポートする能
力を養う。

主査第２部研修 2日間 11人
論理的思考能力及び施策立案能力の向上を図
るとともに、効率的・効果的な業務執行の意
識を養う。

研　　　修　　　名

派
遣
研
修

青
森
県
自
治
研
修
所
選
択
研
修
・
特
別
研
修

公務員としての自覚と意識の確立を図るとと
もに、職務遂行に必要な基礎的知識や仕事に
取り組む姿勢などを習得する。

職
員
内
部
研
修

業
務
・
事
務
研
修
等
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研修
区分

実施
日数

受講者数 目　　　的

主幹研修 2日間 5人
他者との信頼関係を構築する能力、業務管理
能力、組織の合意形成をリードする能力及び
部下等の力を引き出す能力を養う。

管理者入門研修 2日間 13人
組織運営管理に必要な能力及び部下の管理、
指導育成に必要な能力を養う。

課長研修 2日間 9人
組織運営管理に必要な能力並びに部下の管理
及び指導育成能力の向上を図るとともに、マ
スメディア対応能力を養う。

再任用研修 1日 7人

再任用者に期待される立場と役割について学
び、新たな意識の醸成を図るとともに、新し
い職場・立場でのコミュニケーションやマネ
ジメントについての能力を養う。

法制執務研修 2日間 2人

条例・規則の制定・改廃に必要とされる基本
的な知識と技術を習得するだけではなく、そ
の前提となる法体系・法秩序・自治立法等に
関する基本的な原理について学ぶ。

わかりやすい話
し方・説明のし
かた研修

2日間 1人

公務を効果的、効率的に進めるため、１対１
でのコミュニケーションの場面を中心に、相
手の理解、同意、行動に結びつけられる効果
的な話し方・説明技法を学ぶ。

ワンペーパー資
料作成術研修

1日 1人

組織内の業務遂行及び意思決定のスピード
アップを図るため、正確に早く伝えることが
できる簡潔で分かりやすい説明資料や報告書
などを作成するポイント等を習得する。

交渉力向上研修
①～WIN・WINの
交渉術～

2日 2人

公務を効果的、効率的に進めるため、１対１
でのコミュニケーションの場面を中心に、相
手の理解、同意、行動に結びつけられる効果
的な話し方・説明技法を学ぶ。

協同力向上研修
～ファシリテー
ションによる対
話術～

1日 2人

組織内外の会議等で、多様な価値観に基づい
た意見をより多く引き出し、合理性が高く、
納得感のある結論・合意へと収束できるファ
シリテーションスキルを習得する。

DX基礎研修 2日 1人

自治体DXを着実に推進するため、DX推進に必
要なデジタル技術に関する基礎知識、サービ
スデザイン思考、データ利活用の方法等を習
得する。

タイムマネジメ
ント研修

1日 2人

自己管理能力の向上及び仕事の生産性向上を
図るため、「時間管理」を組織と個人の両面
から捉え、仕事の成果に結びつく具体的手法
を習得する。

独創力の鍛え
方・コンセプト
の作り方研修

2日 1人

前例に囚われない新たな発想を生み出す独創
力や企画提案力の向上を図るため、良い「コ
ンセプト」の作成演習（コンセプトワーク）
を通じて、相手の行動変容につなげるための
良いコンセプトのポイントや、それを伝える
ためのデザイン思考などを学ぶ。

研　　　修　　　名

派
遣
研
修

青
森
県
自
治
研
修
所
選
択
研
修
・
特
別
研
修
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研修
区分

実施
日数

受講者数 目　　　的

職場の業務の見
直し・スリム化
研修

1日 1人
職場の業務効率の向上を図るため、業務プロ
セスを見直すためのステップ、アプローチの
方法や業務のスリム化のポイントを学ぶ。

独創力の鍛え
方・コンセプト
の作り方研修

2日間 2人

前例に囚われない新たな発想を生み出す独創
力や企画提案力の向上を図るため、良い「コ
ンセプト」の作成演習（コンセプトワーク）
を通じて、相手の行動変容につなげるための
良いコンセプトのポイントや、それを伝える
ためのデザイン思考などを学ぶ。

一般社団法人
クランピオ
ニー津軽実務
研修

実務研修 1年間 1人

職場研修を通じて、観光振興と法人の組織運
営管理等のノウハウを身に付けるとともに、
津軽圏域14市町村の観光関係者との人的ネッ
トワークを構築する。

研　　　修　　　名

派
遣
研
修

青
森
県
自
治
研
修
所

選
択
研
修
・
特
別
研
修
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Ⅹ　競争試験及び選考の状況

　採用試験の実施状況

試験職種 受験者数 合格者数 倍率 一次試験 二次試験 三次試験

上級一般事務 102人 12人 8.5倍
R6.4.16～
R6.5.10

R6.6.10～
R5.6.12

R6.7.7

上級一般事務（追加募集） 28人 7人 4.0倍 R6.12.15 R6.1.26 -

情報管理事務（追加募集） 5人 0人 - R6.12.15 R6.1.26 -

初級一般事務 9人 4人 2.3倍 R6.9.29 R6.10.27 -

初級土木 5人 3人 1.7倍 R6.9.29 R6.10.27 -

初級電気 0人 0人 - R6.9.29 R6.10.27 -

初級機械 0人 0人 - R6.9.29 R6.10.27 -

看護師・准看護師 2人 1人 2.0倍 R6.9.29 R6.10.27 -

※合格者数には補欠合格を含んでおり、採用者数とは異なります。

XI　青森県人事委員会の業務の状況

１　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

　　令和6年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もあり

　ませんでした。

２　不利益処分に関する不服申立ての状況

　　令和6年度においては、新たな不服申立はなく、また、係属事案もあり

　ませんでした。

令和6年度
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